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区 分 概要

１．検討項目 「輸出畜産物検査申請事項登録（ＥＭＡ）」業務における検査実績等の入力

２．変更要望 輸出検査申請された畜産物が、初めて申請された品目（初回）か、輸出検査実績がある品

目（実績）について、「輸出畜産物検査申請事項登録（ＥＭＡ）」業務に入力項目を設け、

同情報を入力できるようにしてほしい。

理由：輸出検査申請において、同内容の提供を電話やＦＡＸ等により別途受けているため。

３．次期仕様 「輸出畜産物検査申請事項登録（ＥＭＡ）」業務に、「初回」及び「実績」の入力項目を

設け、輸出畜産物検査申請情報として登録できるようにする。

→ 平成28年３月のプログラム変更により実施することとなった。

1. プログラム変更の概要
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２.「輸出畜産物検査申請事項登録（ＥＭＡ）」業務における検査実績等の入力

参 考

2

項番 業務コード 対象業務

1 ＥＭＡ 輸出畜産物検査申請事項登録

2 ＥＭＢ 輸出畜産物検査申請事項呼出し

3 ＥＭＣ 輸出畜産物検査申請

4 ＥＩＭ 輸出畜産物検査申請情報照会

 変更対象業務

輸出実績がない品目の場合は、「初回」欄に
「Y」を入力する。
輸出実績がある品目の場合は、「実績」欄に
直近の輸出実績の申請番号等を入力する。

※実績への入力内容等、運用の詳細については
動物検疫所にて検討中。

「輸出畜産物検査申請事項登録（ＥＭＡ）」業務に「初回」及び「実績」の入力欄を設ける。


	空白ページ

